
長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

不正防止のための「内部統制システムの実効性の向上」
－内部統制基準改訂を踏まえて上場会社に今求められる対応－

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。
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長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◆内部統制の評価・報告の流れ

改訂の背景

評価範囲の決定の改訂



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◆トップダウン型・リスクアプローチ

◆評価範囲の決定のステップ

◆評価範囲に関する改訂



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◆内部統制報告書を訂正する場合



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◆内部統制の基本的枠組みの改訂
　-リスクの評価と対応

◆内部統制の基本的枠組みの改訂
  - 統制環境

◆内部統制の基本的枠組み

内部統制の基本的枠組みの改訂



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◆内部統制の基本的枠組みの改訂 -統制活動

◆内部統制の基本的枠組みの改訂 -情報と伝達

◆内部統制の基本的枠組みの改訂 -監視活動



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◆内部統制の基本的枠組みの改訂 - ITへの対応

不正リスク、内部統制の無視・無効化への対応



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

◼まとめ

改訂を受けて上場会社に求められる意識や対応



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

実効性のある内部統制の整備・運用に向けて
上場会社が持つべき意識



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

経営者等による内部統制の無効化を
防止するための仕組みや意識



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。



長谷川：動画をご視聴いただき、誠にあり
がとうございます。私は、日本取引所自主規
制法人の長谷川でございます。2023年に
内部統制報告制度の見直しが行われまし
たが、今回のセミナーは、その内部統制基
準の改訂を主なテーマとして、内部統制基
準及び実施基準の改訂が上場会社にもた
らす変化や望ましい向き合い方などについ
て、有識者の方々にご意見を頂きます。ご
視聴の上場会社におかれましては、自社の
内部統制システムについて、再検討いただ
く契機としていただければと考えています。
それでは、まず、EY新日本有限責任監査法
人パートナー、日本公認会計士協会の監
査・保証基準委員会委員長、山中彰子さま
より、今般の内部統制基準の改訂に関して
ご解説をいただきます。その後、内部統制
基準から少し視点を広げまして、不正リス
クへの対応も踏まえて、各上場会社がとる

べき対応などについて、皆さまからご意見
を頂きます。それでは、山中さま、よろしくお
願い申し上げます。

山中：今、ご紹介いただきました、山中彰子
と申します。本日は、内部統制報告制度の
改訂の内容について、簡単にご説明させて
いただきます。日本で内部統制報告制度が
入ってから15年ほど経ち、今回は大きな改
正と言われています。2024年4月1日以後
開始事業年度から、改訂内部統制報告制
度が適用になっていますので、今、ご視聴
いただいている皆さまは、もうすでに準備を
はじめていらっしゃるところ、取り組まれて
いらっしゃるところかなと思います。本日は、
このあとのパネルディスカッションでテーマ
になっているところにフォーカスを当てた形
で、基準の改訂の内容をご説明します。な
お、本日の私の発言は、所属する組織として

の発言ではない点につきまして、あらかじめ
申し上げておきますので、ご了承いただけ
れば幸いです。

　それでは、内容に入ります。本日、このよ
うな構成になっています。はじめに「改訂の
背景」、それから「評価範囲の決定」「内部
統制の基本的枠組み」、そして最後に「不
正リスク、内部統制の無視・無効化リスクへ
の対応」についてお話をします。

　まず、はじめに「改訂の背景」です。今回
の制度改訂には、主に二つの背景がありま
す。左手をご覧ください（ページ3）。まず、
一つ目の背景は、この内部統制報告制度を
導入して一定の効果があったと評価される
一方で、内部統制が有効だと一度表明して
おきながら、後日になり、開示すべき重要な
不備が明らかになるという事例が散見され
たということです。それから、内部統制報告
制度の内容を訂正したときに、その事情が
よく開示されていないというご指摘もありま
した。そして、そのご指摘を議論する中で、
そもそも財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を企業が適切に考慮できていな
いのではないかという声が上がりはじめま
した。これは、この制度の実効性に関わる部
分であり、これが改訂の一つの柱になりま
した。

　右手をご覧ください（ページ3）。二つ目
の背景は、フレームワークの話になります。
内部統制のフレームワークは、アメリカに

COSOモデルというものがあり、COSOモ
デルはかなり前に改訂されています。しか
し、日本のフレームワークは、制度導入後
15年間、ほとんど改訂されてきませんでし
た。その間、日本の経済を見ていただくと分
かるとおり、デジタル化があり、ビジネスの
スピードもかなり速くなっています。それか
ら、グローバル経営もかなり進んできていま
す。時代に合ったフレームワークに変える
必要があるということで、これも今回の改訂
に織り込まれています。この二つの改訂の
背景から、それぞれの改訂の内容をご説明
します。

　「評価範囲の決定」のお話です。評価範
囲の決定に関する改訂は、先ほどの一つ目
の背景からの流れを汲んでいる改訂です。
まず、1年間の動きをおさらいします。評価
範囲の決定をし、そのあと、決めた内部統
制について有効性の評価をします。期中に
内部統制の不備が見つかった場合には、期
中にその不備を是正します。期末まで不備
が残ってしまった場合には、その不備の影
響を評価し、最後に内部統制報告書を作
成します。企業の皆さまは、1年間、このよう
な取り組みをされていると思います。今回は
「評価範囲の決定」「内部統制報告書の作
成」に改訂が加わっています。

　次に、評価範囲の決定のロジックです。ま
ず、トップダウン型・リスクアプローチという
考え方です。これは、日本で採用されているも
のですが、このトップダウン型・リスクアプ
ローチには変更がありませんでした。トップダ
ウン型・リスクアプローチとは、まず、連結財
務諸表を対象に、それを構成する子会社・持
分法適用会社の全社的な内部統制、それか
ら全社的な観点から評価する決算財務報告
プロセスを、原則として、すべての拠点で評価
をするというものです。その結果、弱いところ
があれば、それを評価範囲に含めて、業務プ
ロセスに係る内部統制の決定で考慮していく
という形になっています。「まずは、すべての
統制の基盤となる全社的な内部統制の評価
をして、それから業務プロセスに係る内部統
制の範囲を決定する」というこの流れについ
ては、大枠、変更はありませんでした。

　では、具体的にどこが変更になったので
しょうか。これがスライド7ページ目になりま
す。日本のJ-SOXの場合は、評価範囲の決定
のステップが決まっています。まず、重要な事
業拠点を選定します。そして、その重要な事
業拠点が決まったら、重要な事業拠点におけ
る企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を
決定します。決めた勘定科目については、基
本、すべての業務プロセスを評価対象に含め
るという流れになっています。重要な事業拠
点では、今の三つのステップを踏んでいきま
すが、最後に、重要な事業拠点か否かに関わ
らず、グループ全体を見渡して、財務報告の
影響を勘案して、重要性の大きいプロセスを

追加していきます。プラスのボックスで書いて
いる部分（リスクが大きい、見積もりや予測を
伴う、非定型・不規則、その他）を加えていき
ます。これが評価範囲の決定の流れになって
います。

　この中で特に着目していただきたいのが
「個別に評価対象に追加する業務プロセスの
識別」というところです。

　今回の評価範囲に関する改訂をまとめた
ものが、スライド8ページ目になります。一言
で言うと、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性を適切に考慮するための改訂です。
まず、一つ目のブレットポイントです。例示に
ついては、機械的に適用すべきではないとさ
れました。例えば、重要な事業拠点を決定す
るときには売上高の3分の2というような数値
基準が置かれていますが、これを機械的に適
用していればそれで基準の要求を満たしたと
いうものではないと言われています。「グルー
プ内の子会社のどこにリスクがあるのかをき
ちんと検討して、重要な事業拠点を決めてく
ださい」という改訂です。

　二つ目のブレットポイントです。内部統制
府令ガイドラインも改正になっています。内
部統制報告書に評価範囲を決定した手順、
方法等に加え、根拠の記載の追加が明示的
に要求されました。これまで、内部統制報告
書は、金融庁が出している記載例に倣って記
載してきた企業の方は多かったと思います。
今回の改訂・改正を受けて、金融庁は、記載
例を削除しています。企業がどのようにリスク

評価をして評価範囲を決めたのかということ
を各々で内部統制報告書の中に書いてほし
いという期待があったから、記載例を削除し
ているということになります。2025年3月期の
内部統制報告書からは、皆さん、ぜひ、創意
工夫を働かせて書いていただきたいと思って
います。

　三つ目のブレットポイントは、先ほど、私が
一番注目していると申し上げたところです。重
要な事業拠点の決定のところについては、今
回の改訂でそんなに大きくは変わらないのか
なと思っていますが、この個別に業務プロセ
スを追加していくプロセスは、各社の状況を
踏まえて、各社それぞれの取り組みが書かれ
てくるところかなと思っています。

　では、どのように追加する業務プロセスを
選んでいけば良いのかというお話をします。
例示を見ていた方は、改訂前は勘定科目の
性質に着目して決めれば良かったと思ってい
たでしょう。例えば、見積もり項目や複雑な会
計処理を反映するような取引など、そういっ
たものを個別に追加しておけば良かったとい
うことになります。裏を返せば、期首の時点で
決めてしまえばほぼ変わらなかったというこ
とです。今回の改訂は、変化というものが一
つキーワードになっています。企業は1年間と
おしていろいろな取り組みをしていきます。そ
うすると、リスクは変わってきます。そのリスク
を適時に把握して、評価範囲の中に入れてい
きましょうというのが今回の改訂です。
下の細かいブレットポイントをご覧ください
（ページ8）。これは、今回の改訂で例示に
入ってきたものです。「変化」「新しいシステム

の導入」「事業の拡大」など、企業が何かのイ
ベントで変化をすることを捉まえて、そこには
リスクが生じやすいので、それを個別に追加
することを業務プロセスとして拾っていきま
しょうということが例示からも読みとれます。

　その他の改訂として「長い間、評価範囲に
入っていない拠点があればそれをどうするの
か」「期を通じて評価範囲は出し入れが起き
るため、なるべく早めに監査人と協議をするこ
と」が補足されています。

　次に、内部統制報告書を訂正する場合に
ついても触れていきます。ほとんどの会社で、
内部統制報告書を訂正することはないと思い
ますが、今回から、訂正する場合には、次の二
つを記載することが求められています。「財務
報告に係る内部統制の評価結果を訂正した
経緯」「当該訂正の対象となる内部統制報告
書に当該開示すべき重要な不備の記載がな
い理由」。自分の内部統制報告書を振り返っ
て、いろいろと説明をしなければいけないとい
うことで、なかなか厳しい説明が求められる
ことになりました。

　二つの改訂の背景があると申し上げました
が、次は、二つ目の背景からきた改訂です。

　「内部統制の基本的枠組み」についてお話
をします。復習になりますが、内部統制の基
本的枠組みとは、内部統制が達成したい目的
と基本的要素から構成されています。内部統
制の目的は、キューブの上をご覧ください
（ページ11）。業務活動の効率性、報告の信
頼性、法令遵守、資産の保全が、内部統制の
目的とされています。この報告の信頼性は、
改訂前は財務報告の信頼性となっておりま
したが、今回、報告の信頼性に変わりました。
これは、皆さんご存知のとおり、昨今、サステ
ナビリティ情報と非財務情報の重要性が謳
われているため、上場会社であればいろいろ
な情報を外に開示していく義務が増えていま
す。そうした外部に公表する情報の信頼性を
全般的に内部統制できちんと適切なものにし
ていく必要があるため、財務報告の信頼性か
ら報告の信頼性に目的が変化したということ
になります。

　一点、申し添えます。J-SOXの対象となっ
ている内部統制は、四つの目的のうちの「報
告の信頼性」の中の、さらに「財務報告の信
頼性」となっています。J-SOXを規定してい
る金商法では、ここの評価範囲・評価対象に
ついては改訂されませんでした。J-SOXは、
財務報告の信頼性に関連する内部統制を評
価すれば良いということになっています。

　それから、基本的要素は、統制環境からIT
への対応まで、6個の基本的要素がありま
す。（ページ11）。アメリカは5個ですが、日本
はITの重要性を強調するために、一つ外出し
にして、6個の基本的要素を定めています。こ
の6個の基本的要素の中で、今回変更があっ
たものについて見ていきます。

　今回、変更があったところは、黄色で色づ
けをしている4個です（ページ12）。「リスクの
評価と対応」については「不正リスクと変化す
るリスク」、「情報と伝達」については「情報の
信頼性」、「モニタリング」については「内部監
査」、「ITへの対応」については「セキュリティ
の確保」が改訂のキーワードになっていま
す。それでは、変更になったところをもう少し
詳細に見ていきます。

　まずは「統制環境」です。下のところを見て
いただくと（ページ13）、誠実性及び倫理観、
ガバナンスの話など、とても重要な項目がたく
さん含まれています。ここは、今回改訂がな
かったため、私の本日の説明からは割愛させ
ていただきます。

　「リスクの評価と対応」です。二つのキー
ワードがあります。一つ目のキーワードは不
正リスクです。不正リスクが明示的に書かれ
たということが、今回の改訂のポイントになっ
ています。不正リスクとはどのようなものかと
いう説明が入っていることに加えて、不正が

発生する場合には不正のトライアングルが成
立しているケースが事例として多いため、こ
の不正のトライアングルについての解説も書
かれています。「動機とプレッシャー」「機会」
「姿勢と正当化」という、この三つのトライアン
グルから不正リスクを見ていきましょうという
ことが書かれています。

　二つ目のキーワードは変化するリスクで
す。リスクは期を通じて変化します。企業が置
かれている外部環境が変わることもあります
し、企業自身の施策が変わることもあります。
新しい取引や新しい子会社が増えることもあ
ります。このように、企業は年間を通じて様々
な変化の中に置かれており、変化があればリ
スクも変化するため、リスクは一度決めれば
おしまいというものではありません。常に変化
を捉まえて、リスクの変化を捉まえていく必要
があるということが強調されているのが、今回
の改訂のポイントになります。

　「統制活動」については、今回改訂がな
かったため割愛します。

　「情報と伝達」です。昨今、大量のデータを
扱うビジネスが増えてきています。社内では、
いろいろな情報がいろいろなところに点在し
ています。この大量の情報を扱うことに対し
て、今回、新しく改訂が含まれています。高度
に自動化されたシステムに依存している場合
には、そのシステムから出てきた情報を鵜呑
みにするのではなく、まずはそのシステムの中
で行き来する情報の信頼性を担保する体制・

仕組みをきちんとつくりましょうということが、
今回強調されたポイントになります。

　「監視活動（モニタリング）」です。モニタリ
ングについては、主に内部監査人のところが
改訂になっています。これまでも、内部監査
人は非常に重要な役割を果たしてきています
が、この内部監査人に対して、まずは「熟達し
た専門的能力が備えられているのか」それか
ら「専門職としての正当な注意が必要であ
り、その注意がきちんと払われる体制になっ
ているのか」ということ、すなわち、内部監査
人の資質、独立性を評価することが加わって
います。そして、内部監査人については、もう
一つ、レポーティングラインについての記載
が加わっています。内部監査人は多くの会社
で経営者の直轄の組織として設けられている
ところが多いと思います。この内部監査人の
レポーティングラインとして、取締役会や監
査役に直接報告できるレポーティングライン
を確保しておくということが、今回、改訂の中
に書かれています。後ほど、内部統制の無効
化リスクについて触れますが、内部監査人
が、経営者や取締役会、監査役に直接レポー
ティングラインを持っていることが非常に有
効だと考えられています。

　最期に「ITへの対応」です。最近では、サイ
バーセキュリティ問題を新聞でもよく目にしま
す。まず、このような情報のセキュリティにつ
いての重要性が強調されています。それか
ら、15年前と比べて、すべての会社が自前で
システムを持って、自前でメンテナンスをする
ということもなくなってきています。PaaSや
SaaSという言い方もしますが、外部のサー
バーの中にシステムを置いたり、もしくはその
システムそのものを外部に委託・運用しても
らったりという形で、システムを使っている会
社もかなり増えてきていると思います。その点
については、このITに関する業務の委託する
場合に、委託先についてどのような管理をし
ているかということも、今回、強調されていま
す。

　それから、適時というものも入ってきていま
す。ITが処理するデータもかなり多くなって
いますし、処理のスピード、プロセスのスピー
ドも、かなり速くなってきています。そのため、
ITへの対応は適切な対応だけではなく、適時
な対応が必要だということが、今回、書き加え
られています。以上が基本的要素の改訂の
概要になります。

　最後に「不正リスク」です。先ほど、リスクの
評価と対応のところで、新たに加わったとご
説明した不正リスクです。それから「内部統
制の無視・無効化リスク」についても触れて
おきます。

　これまで、内部統制の限界と言われていた

ものの中に、判断誤り・不注意がありました。
人がやることなのでどうしても判断を誤った
り、不注意でミスをしてしまったり、そういうこ
とは内部統制の限界だと言われていました。
複数の担当者が共謀すれば、内部統制は無
効化できてしまうということで、それも内部統
制の限界だと書かれてきました。そして、内部
統制の無視・無効化。自分よりも上位の人
間、経営者から「これを無視してもいいから、
この処理をしておきなさい」と言われたものに
ついては、内部統制は限界があると言われて
いました。今回の改訂では、内部統制の無
視・無効化に対する唯一絶対の内部統制は
ないかもしれないが、いろいろな統制が積み
重なることで内部統制の無視・無効化リスク
を低減できるとしています。右手の円をご覧く
ださい（ページ20）。統制環境からはじまり、
統制活動と、無視・無効化リスクを様々な統
制が囲んでいます。統制活動とは、個々のプ
ロセスの中に置かれている個々の皆さんが日
常的に行っている内部統制です。このように
様々なレベルで内部統制をきちんとデザイン
して、それを何重にも重ねていくことで、例え
経営者であっても内部統制の無視・無効化
を行うことに対して、心理的なハードルがか
なり上がります。内部統制の限界と片づける
のではなく、いろいろな観点から、いろいろな
統制を積み重ねることにより、会社全体とし
て内部統制の無視・無効化を抑止していきま
しょうということが、今回、書かれています。し
たがって、今回の改訂を受けて、皆さまが実
務を行う上では、不正リスクと内部統制の無
視・無効化を念頭に置いて、内部統制のデザ
インの検討・検証をしていただく必要がある
ように変更になっています。

　改訂の背景は二つあること、「評価範囲の
話」「基本的要素の改訂ポイント」「不正の
話」「内部統制の無視・無効化の話」をさせて
いただきました。私からの説明は以上となりま
す。どうもありがとうございました。

長谷川：続きまして、パネルディスカッション
に移ります。パネリストの方々は、山中さまに
加えまして、日本取締役協会、リスク・ガバナ
ンス委員会委員長、プロティビティLLCシニ
アマネージングディレクタの神林比洋雄さ
ま、日本監査役協会会長、三井物産株式会
社常勤監査役の塩谷公朗さまでございます。
本日は、内部統制の評価範囲の決定や、不正
リスクへの対応などについて、経営者すなわ
ち業務執行側と、監査役及び監査人、それぞ
れのお立場からご意見を頂きたいと思いま
す。さっそくですが、私ども、当法人で審査を
行う対象の会社においては、内部統制評価
の対象としていなかった拠点で不正が生じ、
過年度決算訂正に至るというような事案が
散見されています。今回の基準改訂は、まさ
に、リスクを正確に捉えることで、評価範囲を
適切に決定することの重要性を踏まえた改
訂になっていると理解しています。そこで「今
回の改訂をどのように受け止めていらっしゃ
るか」そして「改訂を受けて、上場会社各社は
どのように意識して対応を行うべきか」につ
いて、まずは神林さまからご意見を頂きます。

神林：長谷川さま、ありがとうございます。神
林でございます。私のほうからは、今回の改
訂の方向性について少し確認から入りたいと
思います。この内部統制報告制度の外側と内
側、それぞれに大きなポイントがあるのでは
ないかと考えています。外側としては、この内
部統制報告制度の基盤である内部統制につ
いて、国内も含め、世界的に、内部統制の重
要性がガバナンスの関係やリスク管理の関
係から重視されてきています。内側としては、
いわゆる評価範囲の外から開示すべき重要
な不備が見つかったり、過去に有効であると
報告された内容について後日訂正が行われ
たり、制度そのものの実効性に対する懸念や
形骸化が問題視されていると認識していま
す。

　具体的には、まず、J-SOX制度の内側の懸
念事項として「評価範囲の外で開示すべき重
要な不備が明らかになった事例」とか、「過去
の内部統制の有効性の評価が訂正され、そ
の理由の十分な開示がないという事例」があ
りました。そういう意味では、J-SOX制度が、
そもそも期待をされている、投資家に対する
早期警戒システムという機能が働いていない
ということで、制度そのものの実効性の懸念、
あるいは形骸化などが指摘されていると理解
しています。形骸化については、例えば、数値
基準などの形式基準にこだわりすぎないよう
にということなのですが、この要請は決して新
しいものではありません。そもそもJ-SOXの
本質が、原則主義とトップダウン型・リスクア
プローチということで、これまでも同様の要請
があったと理解しています。

　ただ、今回の改訂は、評価範囲に対する判
断根拠を明示するということを新たに要請す
る中で、この点を改めて確認することを求め
たものと理解しています。したがって、今後、
もし、評価範囲の対象外から重要な不備が
見つかったり、または事後に訂正を行ったり
する場合には、その理由・背景・状況について
合理的に説明できるかどうかということが問
われることになります。今回の改訂では、いわ
ゆる内部統制の基本的枠組みも見直しがな
されています。例えば、内部統制の目的の一
つであった財務報告を、報告という形に拡大
して、非財務情報を含むことになりました。こ
れは、今後想定されているサステナビリティ
報告に対する第三者評価を見据えたもので
はないかと理解しています。

　もう一つ重要な点があります。それは、リス
クの評価に不正リスクの評価が加わったとい
うことです。これが意味することは、不正に対
するリスク評価が十分になされていないとす
ると、財務報告であれ、今後想定される非財
務報告であれ、内部統制が有効であると説
明することができなくなるということです。し
たがって、各企業固有の不正に関わるリスク
について、改めて焦点を当てることが要請さ
れています。

　その意味で、今回の改訂は、内部統制の基
本的枠組みを考えると、個人的には会社法の
内部統制システムと非常に近い内容になった
のではないかと考えています。したがって、財
務と非財務報告を含む、いわゆる全社的な内
部統制の枠組みに関しては、経営の視点、あ
るいはガバナンスの視点から、改めて見直し

をすることが重要ではないかと考えています。

　一方、外側の変化は、J-SOXの基盤となる
内部統制のフレームワーク、国際的なフレー
ムワークであるCOSOが改訂されているとい
うこと。もう一つは、我が国でもコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、内部統制と
いうものは、広く、経営理念、あるいはガバナ
ンス、全社的リスクマネジメントの枠組みの
中で捉えられています。改めて、内部統制に
注目すべきではないかという環境があると理
解しています。

　そういう意味では、今現在、有価証券報告
書では記述情報なども開示が進んでおり、企
業と投資家とのいわゆる建設的な対話が一
層深まってきています。いわゆる経営戦略、
方針の開示、経営成績等の分析、事業等のリ
スクの開示がなされるわけですが、この決算
書を間違って表示してしまうかもしれないと
いうリスクを、事業リスクの一つと考えます
と、今後、いわゆるJ-SOXリスクも事業リスク
の一つとして捉え、全社的なリスク管理の枠
組みの中で検討していくべきではないかと考
えています。

　つまり、財務諸表を間違えて報告するリス
クは、事業リスクそのものと、そのリスクにい
かに対応できるかという組織のリスク対応能
力から発生すると考えています。例えば、新た
に買収した企業や、新たに進出した事業など
において、その特性によっては事業リスクが
変化することになるため、財務報告リスクも当
然影響を受けることになると考えています。例
えば、既存事業の水平展開であったり、自社

の強みを生かすにじみ出し戦略であったり、
あるいはまったく新たな分野に進出する飛び
地型戦略であったり、このような多様性のあ
るリスクテイクによって、当然、事業リスクが
大きく変わる可能性があります。それに関連
して、財務報告リスクが影響を受けて、この
財務報告リスクの発生が高まる可能性も出
てくるということが考えられます。

　このような財務報告リスクが高まる企業で
あったり、業務プロセスであったり、あるいは
勘定科目においては、ある意味、金額の重要
性に関わらず、評価範囲の対象とすることも
考えられるのではないかと思っています。そう
いう意味では、今回の改訂に関しては、財務
報告リスクのためだけの対応ではなく、事業
リスクの見直しと、関連する財務報告リスク
の見直しを合わせて、一体となって進めるべ
きではないか。その意味では、現在の事業リ
スクの状況や財務報告リスクの状況、この動
向については、監査役等の皆さん、それから
外部監査人の皆さんは、今後、コミュニケー
ションを一層強化していかなければならない
のではないかと考えています。

長谷川：ありがとうございます。神林さまから、
不正リスクを含めた各種リスクに関して、経営
者、業務執行側として望まれる意識や対応に
ついてご紹介いただきました。監査役また外
部監査人とのコミュニケーションについてもご
指摘を頂きました。それでは、次に、塩谷さま
から、監査役等の観点からご意見を頂きます。
併せまして、今般の基準改訂をどのように受
け止められていらっしゃるかについてもお聞か
せいただけますでしょうか。お願いいたします。

塩谷：塩谷でございます。よろしくお願いいた
します。財務報告の内部統制の制度が2008
年に導入された後、企業の財務報告に関わ
る内部統制に対する意識が格段に向上し、
ディスクロージャーの信頼性も増したものと
考えていますが、一方で、制度への慣れやマ
ンネリ化、ひいては手続きの形骸化という懸
念もありました。今般の見直しは、改めて気を
引き締めて見直していくための良い契機にな
ると受け止めています。監査役等としては、財
務報告内部統制も、会社法に基づく内部統
制システムの一部というふうに考えているた
め、その構築・運用を担う取締役の職務執行
状況の監査という観点で見ていくべきものと
考えています。監査役等としては、この制度
改訂により、どのような影響がもたらされたか
という視点はもちろん、それ以上に、執行側が
どれだけ深く受け止めて、具体的な検討を行
い、最終的な決定に至ったかというプロセス
をしっかりと見ていきたいと思っています。制
度改訂を踏まえた評価範囲の見直し、決定
などを通じて、自ずと明らかになってくる経営
者の意識や監査人の意識、企業と監査人と
の間の適切なコミュニケーションが図られて
いるかなどに注目しています。

　財務報告に係る内部統制に限った話では
ありませんが、経営者が日常から企業を取り
巻く環境変化も含めたリスクに対して、どのよ
うな認識を有しているかということが重要だ
と思っています。加えて、監査人がその経営
者の認識を把握・理解し、それを踏まえて監
査できているかというところに注目するべきだ
と考えています。監査人については、改訂によ
り、評価範囲の設定が数値基準による画一

的なものではなく、リスクアプローチによる設
定が求められるようになるため、監査人側が、
その企業の環境、事業リスクについての深い
理解を有しているかということがすごく重要
になると考えており、その観点からも注目して
います。

　監査役等としては、特に、その企業と監査
人のコミュニケーションで、認識のずれが生
じていないか。また、もし、ずれがある場合に
は、双方がどのようにすり合わせを行うのか。
その結果、どのように対応されたのか。これら
を注視することになります。具体的には、監査
役等としては、相対的に保守的になりがちな
監査人と、相対的により効率的かつ簡便にし
ようとする企業執行部側の目線合わせの様
子を注意深く見守っていきたいと考えていま
す。また、財務諸表監査の観点からの監査範
囲と、内部統制監査の対象範囲に、何かしら
の差異が生じる場合も考えられるなど、制度
の具体的な運用にあたっては、少なからず課
題も出てくるはずです。こういった課題につい
ても、両者のコミュニケーションでどのように対
処していくかということが求められます。ここも
よく見ていきたいと考えています。

　内部 統 制 報 告 書のベースは、通 常 、
J-SOX監査と称され、それを担当する部署の
活動ということになります。経営者とその担当
部署が課題をしっかり共有しているか、コ
ミュニケーションは十分かなどについても、
取締役の職務執行の監査という観点から、監
査役等としては注目していきたいと考えてい
ます。以上でございます。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さまから、経営者及び監査役等の立場
から、それぞれ、外部監査人とのコミュニケー
ションの重要性についてご指摘を頂きまし
た。それでは、監査人の立場から見た経営者
や監査役とのコミュニケーションについて、
山中さまからご意見を頂けますでしょうか。

山中：神林さまと塩谷さまのお二方からご発
言がありましたとおり、企業環境や事業リスク
について、監査人が深く理解しなければいけ
ないということは、本当におっしゃるとおりだ
と思います。財務諸表監査では、リスクアプ
ローチの形をとっており、リスクの高い領域に
は、監査資源を多く投入して、リスクの低い領
域には、相応の手続をするということになって
います。リスクの高い領域に必要な監査資源
を投入できない場合は、監査品質の問題に
なる可能性がありますし、リスクの低い領域
にたくさんの監査手続を投入してしまうと、監
査の効率性を阻害する可能性があると認識
しています。つまり、リスクを適切に識別して
評価することは、監査の成果を左右する非常
に重要なタスクだと思っています。外部の第
三者である私たち監査人がリスクを誤らない
ためには、ビジネスや環境変化について、経
営者の方々としっかりコミュニケーションをと
らせていただきたいと思います。

　コミュニケーションに関連して、一点だけ
補足をするとすれば、今回の改訂のキーポイ
ントでもある「変化」だと思っています。企業
は、取り巻く環境の変化に対応しようと、期中
に様々な意思決定を行い、様々な行動に移さ
れます。中には、期初想定していなかったよう

な外部環境の変化や内部環境の変化が起き
ることも多々あると思います。今回の基準の
改訂では、変化によってリスクが変わったと
きには、それをきちんと適時に把握しましょう
ということがポイントになっています。何か変
化が起きそうだというときには、これまでも早
めにお話をしていただいたと思いますが、今
度はJ-SOXの評価範囲にも影響するという
ことも念頭に置いていただきながら、早めにコ
ミュニケーションをさせていただきたいと思
います。

長谷川：続きまして、今回の改訂を受けた評
価範囲の決定に関して、監査人の立場からど
のようにお考えなのか、ご意見を頂けますで
しょうか。

山中：今回の内部統制の基準の改訂で、評価
範囲の決定において重要な事業拠点という
概念が残りました。審議会では色々な議論が
ありましたが、最後、重要な事業拠点という
概念は残っています。これをどのように理解
するかということですが、連結財務諸表全体
に対して内部統制が有効かどうかという結論
を出さなければいけないため、ある一定のカ
バレッジを持ってテストをすることが必要な
のだろうと理解しています。重要な事業拠点
では、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目を決めて、そこに至るプロセスはすべて評
価するという枠組みは変わっていません。そし
て、その上で、重要な事業拠点の内外関わら
ず、グループを見渡して、リスクが高い勘定
科目や取引を評価範囲に入れていきましょう
という、この形も変わっていません。

　今回の改訂の背景を振り返ると、後段の
「グループ全体を見渡してリスクのあるところ
の取引や勘定科目を評価範囲に追加してい
きましょう」ということが、今一度、一層注力す
べきところだと思っています。したがって、企
業の皆さまは、財務諸表上のリスクが高い勘
定科目やプロセスを見落とさないための仕組
みと、それを評価範囲に反映するための情報
伝達について、確認していただければと思い
ます。

　それから、財務報告のリスクが高い科目・
プロセス・取引、これらを見落とさないための
仕組みと申し上げましたが、会社のリスクを
最もよく理解しているのは経営者だと思いま
す。企業の中には、リスク対応委員会や検討
委員会など、様々な会議体をお持ちになって
いるのではないでしょうか。J-SOXだから、
J-SOXの評価範囲は内部監査室に任せてお
こうということではなく、すでに議論されてい
るビジネスリスク、その中で財務諸表に影響
しそうなものを評価範囲に加えてはどうかと、
そういった情報の伝達・連携ができていくと
良いのかなと思います。会社のリスクの認識
とJ-SOXの評価範囲が合致すれば、リスクの
高いと思っている領域について内部統制が
有効かどうかということを自動的に点検でき
ることになるため、経営者としても安心できる
のではないかと思っています。

　最後に、一点だけ補足をします。今回の改
訂で、不正リスクが明示的に求められるよう
になりました。ぜひ、ビジネスリスクや財務諸
表上のリスクを考える上で、この不正リスクも
念頭に置いていただければと思います。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度の評価範囲の決定においては、すで
に会社や経営者が実施しているビジネスリス
ク評価と連携をさせること。また、内部統制報
告制度において、不正リスクを意識すること
が重要であること。評価範囲の決定の背景と
なるリスク情報について、会社と監査人とで
協議をすること。リスクは絶えず変化をするこ
と。これらのことから、期中を通じて協議をす
ることが必要であると理解しました。

　一方で、私ども当法人が審査を行う会社の
中には、内部統制評価が有効であるとされて
いた時期に不正が起きていたということが事
後的に発覚し、内部統制に重要な不備が
あったと、報告書を訂正するケースも多々見
られているという状況です。今回の内部統制
基準の改訂の背景としても、この問題意識が
指摘されていると思います。そこで、真に実効
性のあるリスク評価、内部統制の整備・運用
に向けて、上場会社はどのような意識を持つ
べきでしょうか。皆さまにご意見を伺います。
まずは、神林さまからお願いいたします。

神林：財務報告に関わる内部統制に関連し
て、過去の会計処理に重大な誤りがあった、
過去の内部統制に不備があったということ
で、事後的に訂正をして開示をするという状
況は、そもそもの趣旨である早期警戒システ
ムの趣旨からしても、あるいは内部統制報告
制度が導入されてから15年経過した現在に
おいても、そのようなことはあってはならない
ことだと考えられています。つまり、過去に報
告された内容を訂正する原因として、例え

ば、ガバナンスの欠如や会計処理能力の問
題があるということで、それらが開示すべき重
要な不備ということになっています。

　すでにこれらのリスクが発生していたにも
関わらず、適切な対応がとられていなかった
のか。あるいは、不備の根本原因がしっかりと
検討されないまま、内部統制の是正が表面
的なものに留まっていたのか。このようなこと
が想定されます。本来、内部統制の不備は適
時に評価され、重要な不備は経営陣・取締役
会・監査役等にしっかりと報告され、速やか
に是正措置を講じなければなりません。この
ような事後の訂正を起こさないためには、全
社的な内部統制が良好かどうか、まさに取締
役会・監査役等の皆さまがガバナンスの強化
という観点からしっかりと見定めていくことが
必要だと考えています。

　また、不備があったことが判明するきっか
けが、内部通報を含めて内部統制の仕組み
で発見されて処置されたのであればまだし
も、税務当局からの指摘、取引先からの指
摘、あるいは社内から外部への通報によって
不備が発覚する場合には、内部統制そのもの
に根本的な欠陥があるのではないかと考えて
います。その意味で、経営理念の達成、あるい
は戦略の達成に影響を与えるリスクに対し
て、不正リスクも含めてしっかりと識別するこ
と。ここにおいては、網羅性がとても大事にな
ります。網羅性を確保しなければならないと
いうことです。「リスクの網羅性を確保してい
ます」とおっしゃるのであれば、その根拠は何
かをしっかりと突き詰める必要があります。

　さらに、重要なリスクに対して、適切な経営
資源を投入するということが大事になります。
そうして、はじめて、リスクに対して適切な対
応ができるということになります。その意味
で、内部監査や内部通報の実効性もしっかり
と確保されなければならないと考えていま
す。いわゆる3線モデルがありますが、現場で
ある1線、コーポレート機能である2線、内部
監査である3線、それぞれのラインにおいてモ
ニタリング機能をしっかりと機能させることが
大変重要です。さらに、このようなモニタリン
グ体制に対して、それが全社的にしっかりと
機能しているのかどうか。これは、取締役会・
監査役等の皆さんに、定期的に、内部統制全
体の動向を監督または監査をしていただくこ
とが、一層期待されることになるのではない
かと考えています。

長谷川：ありがとうございました。内部統制の
実効性を上げるためには、モニタリング機能
を高めること。さらに、モニタリング機能を含
めた、全体として内部統制の整備・運用が適
切に実施されているか。これについて、ガバナ
ンスとして監視していく重要性についてご意
見を頂きました。続きまして、塩谷さま、お願
いいたします。

塩谷：内部統制の評価が有効とされていた
時期に不正が起きていたことが事後的に発
覚し、内部統制に重要な不備があったと訂正
する例が多いということです。一口に不正と
言っても、その内容は様々だと考えます。不正
の結果、大きなコストをもたらすとしても、そ
の不正の発生可能性と、その不正の発生によ
りもたらされるコストをあらかじめ数値化し、

認識するということが難しい状況があり、財
務への影響をすぐに算出はできないという場
面も少なくはないのではないかと思います。そ
のため、今回の制度改訂に基づいて、リスク
アプローチに変更したとしても、依然として評
価対象にならずに残る場合もあり得ると考え
ています。実際的な問題として、過去に発生
した事案が、当時からリスクアプローチをとっ
ていれば、果たして発生しなかったのかとい
う点については、監査役等としても大いに関
心があるところです。

　今、申し上げたように、リスクアプローチを
取り入れたとしても、重要な拠点に該当しな
いと整理される拠点はあると思います。一般
的には、重要な拠点に該当しない拠点では、
開示すべき重要な不備の発生は少ないと考
えるのでしょうけれども、これを数が多い少な
い、多寡の問題として捉えるべきではありま
せん。発生する可能性と、発生した場合のイ
ンパクト、これにしっかりと注目をすべきだと
考えています。その際には、定量面のみなら
ず定性面。例えば、先ほども話に出ていまし
たが、買収した会社の初年度、あるいは2年目
あたりや、新しくはじめた事業など、このあた
りにも注目して対応することを考える必要が
あると思います。

　監査役等としては、今回の改訂は、経営者
の事業リスクの認識や評価の巧拙が表面化
すると見ています。言い換えると、経営者の内
部統制に取り組む姿勢を問う好機であると
捉えています。また、同時に、監査人の考え方
を正していく一つのツールにもなると考えて
います。その両面から注目しています。昨今、

経営環境の変化も早く、ビジネスや市場のボ
ラティリティも高くなっている状況です。これ
らが経営者のリスク評価に与える影響は非
常に大きいはずです。

　リスクは、もちろん、経営者がしっかり分かっ
ている必要がありますが、まずは現場がしっか
りと分かっているべきです。現場が把握した一
つ一つのリスクを経営者がいかに把握し、会
社全体として対応していくか。これが重要にな
ると思います。例えば、弊社三井物産では、グ
ループ各社の取締役会に対して、自社のリスク
とその対応策を必ず議論し、その対応を行うこ
とを求めています。その対応の状況を親会社の
2線・3線がモニターし、サポートするという形
にしています。これをCSA（コントロールセルフ
アセスメント）と称しています。このような仕組
みがなくても、真に実効性のある内部統制の整
備・運用のために、上場会社の経営者・監査役
等・内部監査部門は、子会社の役員・担当者・
会計監査人と密に連絡をとり、全社的なリスク
評価を適切に行うことが、ますます重要になる
と考えています。

長谷川：ありがとうございました。モニタリン
グとガバナンスの実効性を確保するために
は、グループ内の様々なレベル感でのコミュ
ニケーション、特に実際に見て聞いて話をす
るということが重要だと理解しました。最後
に、山中さまからお願いいたします。

山中：真に実効性のあるリスク評価、内部統
制の整備・運用に向けて上場会社はどのよう
な意識を持つべきかというご質問だと思いま
す。私からは、内部統制報告制度に対する向

き合い方とグループの親会社の姿勢につい
てお話をします。また、神林さまから、リスクの
網羅性が非常に重要ですというお話を頂き
ました。それを受けて、塩谷さまから、かなり
具体的なソリューションをご説明いただきま
したので、誠に僭越なのですが、最後に、会
計監査人の立場から、財務諸表のリスクの拾
い方について、少しだけ補足させていただき
ます。

　まず、内部統制報告制度に対する意識・向
き合い方です。内部統制は、日々、人がやるも
のです。人がやることなので、不備やエラーが
まったくないということが、当然だとは思って
はいけないと思っています。人が実施するこ
とですから、不備やエラーが生じることは自
然なのだということを、まずは考える必要があ
ると思っています。仮に、内部統制報告制度
への対応を制度対応と考えてしまうと、上場
会社として必要なコストなので仕方なくやっ
ているというマインドになってしまう気がしま
す。あとは、制度対応と言った瞬間に、不備を
出さないことがゴール・目的だと考え、誤解し
てしまう従業員が出てしまうのではないかと
危惧しています。

　本来、内部統制報告制度は、内部統制の
整備状況と運用状況を定期的に検証するこ
とで、もし不備・逸脱があれば、その逸脱の幅
が大きくなる前に是正していきましょう、とい
うことが制度の目的だったと思います。生じた
変化やリスクをなるべく早く発見して、対応し
ていくこと。そのPDCAは、企業の中、ありとあ
らゆるところで執り行われていると思います
が、J-SOXはまさにPDCAのCとAを担って

いる役割なのではないかと思っています。し
たがって、J-SOXは、制度対応・コストだと考
えるのではなく、この制度をうまく使いながら
会社の改善活動の一環として取り組むことが
良いのかなと考えています。

　それから、グループを経営する親会社の意
識について、少しお話をします。会社法でも、
企業集団の内部統制の整備が求められてお
り、親会社としては、グループ内のリスクを適
切な水準まで低減するための内部統制シス
テムを整備する必要があるとなっています。
グループ経営における最適な内部統制は、親
会社がイニシアティブをとって設計すること
が良いのではないかと思っています。内部統
制は、企業の規模、複雑性、環境によって、
まったく同じものである必要はないと考えて
います。リスクやビジネスに合わせた形でデ
ザインをしていく必要があると思います。

　一方で、例えば、小さな子会社があって、
職務分掌を適切に設けるだけの人員がない
というケースも実務上はあると思います。そう
いった子会社については、放置をせず、親会
社のほうから、定期的にモニタリングをかけ
て関与していくこと。その子会社の職務分掌
が弱いというリスクをカバーする形で親会社
が補完していくこと。要は、全体観を持ってリ
スクをコントロールしていく意識が重要では
ないかと思っています。グループ内で子会社
に任せっきりになってしまう、あの人なら大丈
夫と誰かに任せっきりになってしまう、そのよ
うな状況があると、親会社としてのリスクが高
まるということかなと思います。

　最後に、財務報告のリスクの識別の話で
す。不正リスクも考慮することが、今回の改訂
で明確化されました。財務諸表上のリスク
は、それだけ眺めていても、なかなかうまく拾
えないと思います。企業は、いろいろな意思決
定をして、いろいろな取引をしています。それ
らの結果が、財務数値になってきます。リスク
を把握するときも、財務数値だけを眺めるの
ではなく、「企業がどのような意思決定をして
いるのか」「どのような取引をしているのか」と
いう背景と実際の取引を見ないと、財務諸表
上のリスクはうまく拾えないと思っています。
リスクの網羅性という観点では、財務諸表の
数値や勘定科目だけを眺めているのではな
く、それをつくり出す背景をしっかり理解する
必要があると思います。

　冒頭でも申し上げましたが、企業の中に
は、すでにリスク対応委員会・検討委員会と
いう組織があり、いろいろなリスクを検討され
ていると思います。そこのリスクが財務諸表に
繋がるかどうかを拾っていくことで、網羅性
がかなり担保されるのではないかと考えてい
ます。以上です。

長谷川：ありがとうございました。内部統制報
告制度への向き合い方、親会社のマインド
セット、財務報告リスクをうまく識別するコツ
のようなものをお話ししていただきました。お
三方から頂いたご意見は、いずれも内部統制
の整備・運用と、内部統制の評価の実効性を
高める上でのヒントになるものでした。

　それでは、次のテーマに移ります。一般に
不正が生じた事案について、経営者や重要
な地位にある職員が、直接または間接に関与
し、内部統制を無効化させていた事案が多々
見られています。そこで、経営者等が内部統
制を無効化させ、不正を行うリスクに対して、
平時からどのような内部統制上の仕組みや
意識を構築するべきなのかについてご紹介
いただきます。まず、監査役の立場から、塩谷
さま、お願いいたします。

塩谷：内部統制の無効化への対応というの
は、監査役等としては永遠の課題とも言える
と思います。いくら内部統制を整えたとして
も、経営者が意図してこれを無効化しようと
した場合には、大変防ぎにくいと考えるから
です。巧妙に隠蔽され、財務諸表利用者を欺
くことを目的としている場合、金額的・質的に
重要な虚偽表示になりやすいということを十
分に意識して、いかに無効化できる範囲を縮
減できるか。無効化した際に、例えば、監査役
等に対して通報されるような体制がしっかり
と存在し、運用されているか。このようなこと
は、常に意識するほか、グループで考えると、
遠隔の子会社などにおける事案がどうしても
多くなる傾向もあります。子会社社長等の子
会社経営者、あるいは責任者の任命・登用
や、各子会社自身が有する通報制度の整備・
運用状況、各子会社が実施する各種サーベ
イ結果などに注目しています。日頃から、取締
役会等で内部統制についての議論やモニ
ター結果の共有が行われているかということ
にも注視・注目しています。

　監査役等として、このような視点で活動す
る際に留意している点をいくつか挙げます。
バッドニュース・ファーストです。バッド
ニュースが適時適切に報告されていない部
署が存在しないかということを意識して確認
すること。執行部が実施する調査、エンゲー
ジメントサーベイやコンプライアンスアンケー
トなどの結果をしっかりと活用すること。子会
社の経営者だけでなく、子会社の監査役等
や従業員の各層との面談を行い、統制環境・
雰囲気・感覚を掴むとともに、本社・親会社の
監査役への通報ルートの説明・確認と、その
通報に対する心理的バリアを下げるというこ
とを意識してコミュニケーションをすること。
子会社の監査人・会計士との面談により潜在
的な会計イシューが存在していないか、ある
いは、子会社の経営陣の経営の姿勢を第三
者としてどのように見ているか、これを確認す
ること。内部監査部との定期的な情報交換、
あるいは、往査前後の情報交換、これを適切
に行い、その結果を活用すること。会計監査
人の評価・再任、これらの検討に際して、執
行と会計監査人の双方からのコメントを丁寧
に入手し、その対応を確認すること。このよう
なことがございます。

　また、監査役等だけではなく、会計監査人
はもちろん、内部監査部門にも高度な知見や
公平性を保てる人材を配置し、関係者が連
携しながら対処すべきであると考えていま
す。加えて、他社で起きた不祥事を他山の石
として、執行部も監査役等もこれを活用して
いくことが重要です。最近は、社内の調査委
員会、あるいは第三者委員会の報告書なども
公表されるため、これらを積極的に活用して

いく必要があると考えています。最後に、日本
監査役協会では、不祥事に関する研究を定
期的に行い、ホームページで結果を公表して
います。ぜひご覧になって参考にしていただ
ければと思います。以上です。

長谷川：ありがとうございました。監査役の視
点から、適切な内部統制システムを構築する
ために意識すべきポイントをご紹介いただき
ました。また、最後にご紹介いただきました、
日本監査役協会のケーススタディもぜひご参
考にしていただければと思います。では、続い
て、神林さま、お願いいたします。

神林：無効化リスクについて、基本的なスタ
ンスとして、性善説でも性悪説でもなく、性弱
説という考え方のもとで仕組みを考えてはど
うかと思っています。人はそもそも弱い生きも
のです。どんなに仕組みを工夫しても不正は
起こり得ると考えて準備をすることが大切で
はないかと思っています。では、どうすれば無
効化リスクを防げるのか。その予防について、
いくつかお話をします。

　まず、無効化リスクとは、この内部統制を無
効化してしまう、あるいは無視してしまうとい
う出来事です。やはり、内部統制は、不正の機
会をなくすために大変効果が発揮されるもの
です。基本的な内部統制の仕組みは持ってお
くべきだと考えています。例えば、物を売る人
と、売掛金を回収する人は、当然、別の人に分
けましょう。長年、同じ人が、同じ役割を担当
するということは避けるべく、定期的に人事異
動を行うということ。いわゆる職務分掌を適切
に行うことが基本中の基本となります。

　さらに、最近では、AIやデータ分析を活用
して、正常ではない異常な取引や値をタイム
リーに感知する仕掛け・仕組みが、非常に急
速に活用されはじめています。まさに、リアル
タイムで異常値を発見する仕組みが、実はか
なり効果を発揮するということが多くなって
いると考えています。不正を抑止、あるいは適
時に発見するということで、効果を発揮して
います。

　一方で、大事なことは、先ほどもありました
が、いわゆる、見られているということ。「見て
くれている」と意識できる組織づくりが大事だ
と思っています。経営者や社員、あるいは重
要な地位を占める管理者の方による不正とい
うのは、このような仕組みをすり抜けるという
形になります。私の長年の経験から、そのよう
な不正に対しての最大の防御策は、経営理
念の徹底ではないかと考えています。つまり、
風通しの良いコミュニケーションをしっかりと
つくり上げること。言いたいことを言える社風
をつくり上げること。もう一つは、人を基軸と
した経営をしっかりと推進することではない
かと思います。企業として、最も大切にしてい
るものは何か。これは、経営理念から出てきま
す。この大切にしているものを実現するという
ことが、実は戦略です。したがって、今現在、
推進している戦略が、社員の皆さま、あるいは
取引先の皆さまをとおして、しっかりと伝えら
れているか、理解されているのかということ
は、とても大事になります。大切にしているも
のを実現するために、一生懸命頑張っている
チームの皆さんや個人の皆さんに対しては、
しっかりと報いることが大切ではないかと考
えています。

　このような状況は、エンゲージメントサー
ベイ等によって明らかにできるところもありま
す。取締役会等でこのあたりがどうなってい
るのか、適時に確認していくことが有効だと
思います。ただ、それでも、経営に携わる人
が、個人的な動機などから不正を主導するこ
とが懸念される場合には、経営陣の資質を
しっかりと見極める必要があります。誰がや
るのか。それは、取締役会や監査役等の皆さ
んと考えています。

　会社の目的は、経営理念に沿って企業価
値をつくり出していくことです。経営理念が徹
底されているかどうかということは、取締役会
及び監査役等の皆さんにとって、大変重大な
関心事になると理解しています。取締役会に
おいて、経営者の判断が私利私欲のためで
はなく、経営理念に沿ったものかどうかという
ことをしっかりと議論することが求められてい
るのではないかと考えています。

　また、3線モデルとよく言われますが、私は5
線モデルが大事だと考えています。この5線モ
デルの第1線は経営理念です。2線から4線
は、3線モデルの1線から3線です。第5線は、
経営陣の皆さん、取締役会・監査役等の皆さ
んです。経営執行陣と社外取締役、あるいは
監査役等が、建設的な議論を戦い、経営理念
に沿って戦略の方向性をしっかり決めていく
こと。そして、価値創造ストーリーを最終化す
ると理解しています。会社は、そもそも価値創
造のために存在するため、3線モデルだけでは
十分ではないのではないか。経営理念、経営
執行陣、取締役会、監査役等も含めた5線モ
デルで考えていくべきではないかと思います。

　このような経営理念を実現するために、戦
略が策定されますが、この戦略は、先ほど申
し上げたように、ガバナンスによって方向性
が決められます。ただ、この戦略には、すべて
が達成・実現できるかどうかが見えないとい
うリスクが存在します。この中には、財務報告
リスクも含まれます。そのリスクが発生した際
に、戦略に与える影響を経営者が想定する許
容範囲の中に収める仕組みが内部統制にな
ります。そうであれば、不正における許容範囲
は、当然、無論、ゼロということになります。基
本的に、仕組みとしては、許容範囲はゼロと
いう形で不正に対処する姿勢が、今回の規
程の改訂で改めて、あるいは新たに問われて
いると考えるべきではないかと思っています。
そういう意味で、経営理念を実現する基盤と
して、財務報告に関わる内部統制を含めて、
有効に機能する全社的な内部統制が大変大
事だと考えています。

　また、先ほど、山中先生から、内部統制の
基本的枠組みの話がありましたが、統制環境
という最も大事な要素があります。統制環境
というのは、経営者の姿勢ということです。
「Tone a t  the  Top」ということです。経営
トップの姿勢を決めるのは、経営理念です。し
たがって、経営理念そのものが、経営者の行
動を律することにもなります。このような状況
を確認していくことがガバナンスの役割で
す。経営執行陣、ガバナンスを含めた、5線モ
デルで確認をしていくことが大事ではないで
しょうか。私の長い経験では、経営理念が組
織全体に遍くしっかりと周知徹底されている
組織では、重大な不正をかつて一度も見たこ
とがありません。

長谷川：ありがとうございました。私ども当法
人で審査を行い、上場規則上の措置に至る
ような企業不祥事の背景には、その企業の組
織風土が影響すると指摘されることも多くあ
ります。非常に参考になるご意見でした。あり
がとうございました。では、続いて、山中さま、
お願いいたします。

山中：内部統制の無効化というものは、今ま
で内部統制の限界と言われがちでしたが、今
回の基準の改訂では「内部統制の無効化、経
営者による内部統制の無効化に、絶対的に
抗える内部統制はないかもしれない。しかし、
全社的な内部統制や、個々のプロセスにある
内部統制をたくさん重ねていくことにより、経
営者であっても簡単には無効化できない」と
いうことが示されています。中でも、統制環境
が非常に重要だということは、私も神林さまと
まったく同意見です。今回の改訂の中で、統
制環境が変わらなかったというのは、唯一不
変で、昔からとても大事なものであり、未来も
変わらないのだろうと思っています。統制環
境は、経営者の誠実性や倫理観の他に、職
務分掌や適切な権限・役割・責任の付与、
ローテーションといった人材配置、公平な人
事評価、そのようなものから構成されていま
す。

　J-SOXの評価実務を見ていくと、経年で形
骸化しているところもあるのかなと思います。
たとえば、規程の有無だけを見て「問題なし」
と簡単に評価している事例もあると聞いてい
ます。実際に、内部統制報告書を訂正する
ケースを見ていると、統制環境に不備があっ
たと開示する例がかなり多いです。このような

事実を踏まえると、統制環境の有効性の評価
について、評価方法は工夫する必要があると
思います。規程の有無だけで済ませるのでは
なく、その規程が組織にしっかり浸透してい
るのか、それが運用評価だと思っています。

　先ほど、塩谷さまが、いろいろな活動例を
ご紹介してくださいました。そのような実態を
把握するための評価は、本当に大切だと思っ
て拝聴していました。例えば、実際に子会社
に行くときには、組織図とそこで働いている人
を照らし合わせてみる。その人に直接ヒアリン
グをする。そのような直接的なコミュニケー
ション、実態を把握していくという行為・評価
が本当は必要なのではないかと思います。そ
のような意味では、評価項目としての統制環
境に変化はありませんでしたが、評価方法の
やり方はこれを機会に見直したほうが良いか
もしれません。

　それから、業務プロセスの話をします。業務
プロセスの中で、不正リスクを意識して内部
統制が構築されているかどうかということも、
改めて考えてみたほうが良いポイントだと思
います。エラーや誤謬が出ないということを意
識して内部統制をつくりがちですが、不正は
どのようなパターンで起きるかを想像しなが
ら、それに対応する内部統制になっているか
という確認も非常に重要だと思います。
　では、どうしたらそのリスクを想定できるの
でしょうか。これは、先ほどご紹介いただいて
いますが、自社グループのどこかで起きてい
る不正や、同業他社で起きている不正を分析
することからはじめることも有用だと思いま
す。同業他社で起きているということは、商慣

行も似ているケースがあるため、その事案を
分析して、自社に置き換えたときにそれが起き
得ないような仕組みになっているのかという
点検は、割と具体的でやりやすいと思います。

　最後に、内部通報制度について触れます。
これは非常に有効で、実際に多くの不正案件
が内部通報で発覚しています。内部通報や内
部統制におけるモニタリングで、会社自身が
不正を発見した場合には、外部からの評価も
まったく違うものだと思っています。そして、
内部通報やモニタリングでどうせ見つけるの
であれば、金額が小さいうちに、大きくならな
いうちに、きちんと報告してもらう、見つけるこ
とができる、そのような体制を構築していくこ
とが必要だと思っています。

長谷川：ありがとうございました。神林さま、
塩谷さま、山中さま、本当にありがとうござい
ました。本日は、大変示唆に富んだお話を頂
戴できました。不正を防止・発見するために
は、職務分掌や、発見するための内部通報の
仕組み、神林さまがご提案される5線モデル
の構築も有効であると思います。そして、これ
らの仕組みが機能するためには、実際に内部
統制を運用する社内の構成員の倫理観や価
値観が伴っていることが、より重要である点
が強調されたと思います。それらは、規程が
ある、部署があるという形式的なチェックだけ
では評価できないものであり、従業員に対す
るアンケートや各種サーベイ、また働く人との
直接対話というように、人と向き合うことによ
り、部署や会社がどのような価値観を重んじ
ているのかという評価ができると理解しまし
た。内部統制があり、それらを運用する人々の

価値観が適切であって、はじめて、不正を防
止または早期発見できるということを肝に銘
じて、各社、実効的な内部統制の整備・運用
に努めていただきたいと思います。

　なお、頂いたご意見の中で、子会社管理、
内部監査、内部通報制度の重要性について
も触れられておりましたが、それらを個別に
取り上げた動画セミナーも当法人から配信し
ています。そちらもぜひご覧ください。本日は、
ご視聴いただき、誠にありがとうございまし
た。最後に、本セミナーに関するアンケートを
実施しております。このあと、画面に表示され
るQRコードからご回答いただけます。頂いた
ご意見は、次回以降のセミナーで参考にさせ
ていただきたいと考えております。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。


